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財
務
省
の
交
渉
記
録
提
出
と
防
衛
省
の
調
査
報
告
と
森
友
学
園
前
理
事
長
の
保
釈
決
定
が
同
日
に
行
わ
れ
た
こ

と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
五
月
二
十
三
日
、
財
務
省
は
衆
院
予
算
委
員
会
の
理
事
懇
談
会
に
、
学
校
法
人
「
森
友
学
園
」
へ
の
国
有
地
売

却
に
関
す
る
学
園
側
と
の
交
渉
記
録
を
提
出
し
た
（
「
財
務
省
案
件
」
と
い
う
）
。
昨
年
の
国
会
で
財
務
省
理
財
局
長
が
廃
棄

し
た
と
説
明
し
て
い
た
文
書
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
、
現
在
の
理
財
局
次
長
が
陳
謝
し
た
。
財
務
省
に
よ
る
と
、
提
出
資
料

は
交
渉
記
録
が
約
九
百
ペ
ー
ジ
、
決
裁
文
書
が
約
三
千
ペ
ー
ジ
、
メ
モ
約
三
十
ペ
ー
ジ
。
い
ず
れ
も
大
阪
地
検
か
ら
入
手
し
た

コ
ピ
ー
や
職
員
が
保
存
し
て
い
た
メ
モ
な
ど
に
基
づ
い
て
い
る
。
財
務
省
は
昨
年
二
月
以
降
に
佐
川
理
財
局
長
（
当
時
）
ら
の

国
会
答
弁
と
の
整
合
性
を
と
る
た
め
に
決
裁
文
書
を
書
き
換
え
た
の
と
同
時
に
、
保
管
さ
れ
て
い
た
記
録
の
廃
棄
を
進
め
て
い

た
こ
と
も
認
め
た
。

同
日
、
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣
の
日
報
を
め
ぐ
り
、
昨
年
三
月
に
日
報
が
見
つ
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
防
衛
大
臣
ら
に
報

告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
問
題
で
、
防
衛
省
は
、
現
場
の
職
員
が
報
告
は
必
要
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
な
ど

と
す
る
調
査
結
果
を
公
表
し
、
小
野
寺
防
衛
大
臣
は
「
組
織
的
な
隠
蔽
で
は
な
か
っ
た
」
と
説
明
し
た
（
「
防
衛
省
案
件
」
と

い
う
。
）
。

一



同
日
、
学
校
法
人
森
友
学
園
を
め
ぐ
る
補
助
金
詐
欺
事
件
で
、
大
阪
地
方
裁
判
所
は
詐
欺
な
ど
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
学
園
前

理
事
長
と
そ
の
妻
の
保
釈
を
認
め
る
決
定
を
行
っ
た
。
保
釈
保
証
金
は
前
理
事
長
が
八
百
万
円
、
そ
の
妻
が
七
百
万
円
で
あ
る

と
承
知
し
て
い
る
（
「
籠
池
保
釈
」
と
い
う
。
）
。

こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

財
務
省
案
件
と
防
衛
省
案
件
と
籠
池
保
釈
が
同
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
が
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
た
ま
た
ま
偶
然
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

籠
池
保
釈
は
裁
判
所
の
判
断
で
あ
り
、
基
本
的
に
行
政
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
財
務
省
案
件

と
防
衛
省
案
件
が
同
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
政
府
が
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
た
ま
た
ま
偶
然
に
過
ぎ
な

い
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

財
務
省
案
件
や
防
衛
省
案
件
の
公
表
に
あ
た
り
、
省
庁
間
で
そ
の
公
表
時
期
に
つ
い
て
当
該
省
庁
間
の
調
整
も
し
く
は
総

理
官
邸
が
仲
立
ち
し
、
時
期
を
調
整
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

財
務
省
案
件
と
防
衛
省
案
件
と
籠
池
保
釈
が
同
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
。

そ
れ
は
偶
然
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
と
の
評
価
を
与
え
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二



五

四
に
関
連
し
て
、
財
務
省
案
件
と
防
衛
省
案
件
と
籠
池
保
釈
が
同
日
に
行
わ
れ
た
次
の
日
に
安
倍
総
理
は
ロ
シ
ア
訪
問
に

出
発
し
国
内
に
不
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
事
案
の
発
生
日
は
予
め
安
倍
総
理
の
外
遊
日
程
を
考
慮
し
決
定
さ
れ
た
と

い
う
理
解
で
よ
い
か
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


